
○美濃加茂市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱 

令和３年４月１日 

告示第６７号 

（目的） 

第１条 この告示は、国の定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要

綱（平成１８年５月２９日付老発第０５２９００１号。以下「国実施要綱」とい

う。）及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整

備推進交付金交付要綱（平成２４年７月１７日厚生労働省発老第０７１７第２号。

以下「国交付要綱」という。）に基づき、施設等の整備等をする事業者に対し、

美濃加茂市地域介護・福祉空間整備等補助金（以下「補助金」という。）を交付

することにより、市内事業所の利用者が安全・安心な介護サービスを受けること

ができるようになることを目的とする。 

（適用例規） 

第２条 補助金の交付に当たっては、美濃加茂市補助金等交付規則（平成２５年美

濃加茂市規則第４３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示

による。 

（補助対象事業者） 

第３条 補助対象事業者は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２

又は第１１５条の１２に基づき指定を受けた地域密着型サービス事業者とする。 

（補助対象事業） 

第４条 この補助金の対象となる事業は、市が策定する先進的事業整備計画に基づ

き、国実施要綱に定める次に掲げる事業とする。 

(1) スプリンクラー設備等整備事業 

(2) 防災改修等支援事業 

(3) 防犯対策及び安全対策強化事業 

（補助対象経費等） 

第５条 補助金の交付対象となる経費は、国交付要綱に定めるとおりとする。ただ

し、次に掲げる費用については、対象としない。 

(1) 土地の買収又は整地に要する費用 

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用 

(3) 前２号に掲げるもののほか施設等の整備事業として適当と認められない費

用 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、国交付要綱に基づき市に交付される交付金の額の１０分の

１０以内の額とし、予算に定める額を上限とする。 

（交付申請及び交付決定） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、美濃加茂市地域介護・



福祉空間整備等補助金交付申請書（様式第１号）を、市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当である

と認めたときは、補助金の交付を決定し、美濃加茂市地域介護・福祉空間整備等

補助金交付決定通知書（様式第２号）により、当該申請をした補助対象事業者に

通知しなければならない。 

３ 補助対象事業者は、前項の通知の前に補助対象事業を開始してはならない。 

（遵守事項） 

第８条 前条第２項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者は、

次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難にな

った場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補

助事業により取得し、又は効用の増加した単価３０万円以上の機器、器具及び

その他の財産（以下「補助財産」という。）については、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適化

法施行令」という。）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に

定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付目的に

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄

してはならない。 

(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その

収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。 

(4) 補助財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもっ

て管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

(5) 補助対象事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により

補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（当該

仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ

控除税額報告書（様式第３号）により速やかに市長に報告しなければならない。

この場合において、事業者が全国的に事業を展開する組織の１支部（１支社、

１支所等を含む。）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本

部（本社、本所等を含む。）において消費税及び地方消費税の申告を行ってい

る場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。 

(6) 前号の場合において、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又

は一部を市に納付しなければならない。 

(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金

等の資金提供を受けてはならない。 

(8) 補助事業を行うために締結する契約については、３社以上の業者から見積



書を徴し、その最低の価格を提示した見積業者と契約しなければならない。 

(9) 補助事業の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相

手方が当該補助事業を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはなら

ない。 

(10) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉

書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。 

（変更申請等） 

第９条 第７条第２項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者

は、補助金の交付決定後に申請内容を変更し、又は補助金の交付に係る事業を中

止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに美濃加茂市地域介護・福祉空

間整備等補助金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第４号）を市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当である

と認めたときは、美濃加茂市地域介護・福祉空間整備等補助金変更（中止・廃止）

承認通知書（様式第５号）により、当該申請をした補助対象事業者に通知するも

のとする。 

（実績報告） 

第１０条 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者は、当該補助対象事業の完

了後１月を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年

度の３月３１日のいずれか早い日までに、美濃加茂市地域介護・福祉空間整備等

補助金交付事業実績報告書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定及び交付） 

第１１条 市長は、前条に規定する実績報告があったときは、現地確認を行い、当

該実績報告書の内容を適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当

該補助対象事業者に補助金額確定通知書（様式第７号）により通知するものとす

る。 

２ 市長は、前項の補助金額確定通知書に基づき、当該補助対象事業者が補助金の

交付請求書を提出したときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は、補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者が次に掲げる事項

に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は返

還を求めることができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) この告示その他関係法令に違反したとき。 

(4) 事業内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと

き。 



（関係書類等の保存） 

第１３条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、当該補助事業に係る収入及び

支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

補助金の額の確定の日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その

承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。

ただし、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した単価３０万円以上の財

産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は

適化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期

間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

（適用除外） 

第１４条 規則第８条、第１１条及び第１７条から第１９条までの規定は、適用し

ない。 

（委任） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第１０条関係） 

様式第７号（第１１条関係） 

 


